
 

 

足寄町営温泉浴場設置及び管理に関する条例 

 

令和４年１２月１日条例第２３号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、足寄町営温泉浴場（以下「温泉浴場」という。）の設置及び管理につい

て、必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 町民の健康の維持増進及び福祉の向上を図るため、温泉浴場を設置する。 

（名称及び位置） 

第３条 温泉浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

⑴ 名称 足寄町営温泉浴場 

 ⑵ 位置 足寄郡足寄町西町２丁目２番地６４ 

（事業） 

第４条 温泉浴場は、次に掲げる事業を行う。 

⑴ 温泉浴場の利用に関すること。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業 

（入浴料） 

第５条 温泉浴場を利用しようとする者（以下「利用者」という。）は、別表に定める入浴料

を納めなければならない。 

（入浴料の減免） 

第６条 町長は、特別の理由があると認めるときは、入浴料を減免することができる。 

（入浴料の還付） 

第７条 既に納めた入浴料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるとき

は、その全部又は一部を還付することができる。 

（利用の制限等） 

第８条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、温泉浴場の利用を拒み、

又はその利用を制限することができる。 

⑴ 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

⑵ 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。 

⑶ 温泉浴場の施設又は附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。 

⑷ この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、温泉浴場の管理上支障があると認められるとき。 

（販売行為等の禁止） 

第９条 町長の許可を受けた者以外の者は、温泉浴場の施設又はその敷地内において、物品

の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。 

（損害賠償） 

第１０条 利用者は、故意又は過失により温泉浴場の施設又は附属設備等を破損し、汚損し、

又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、

町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 



 

 

（指定管理者による管理） 

第１１条 町長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に

より、町長が指定する法人その他の団体（以下「指定管理者」という。）に温泉浴場の管理

を行わせることができる。 

（指定管理者の業務） 

第１２条 指定管理者に次に掲げる業務を行わせることができる。 

⑴ 温泉浴場の運営及び維持管理に関する業務 

⑵ 第４条に規定する事業の実施に関する業務 

⑶ 入浴料の設定及び徴収に関する業務 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、温泉浴場の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に

属する事務を除く業務 

２ 町長は、適当と認めるときは、第５条に規定する入浴料を指定管理者の収入として収受

させることができる。 

３ 町長は、指定管理者に対して、管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地につ

いて調査し、又は必要な指示をすることができる。 

４ 町長は、指定管理者が前項の指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を

継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理

の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

５ 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第６条から第９条まで

の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。 

６ 第５条に規定する入浴料の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長

と協議し、承認を受けて、別に定めることができる。これを変更しようとするときも、同

様とする。 

（指定管理者の原状回復義務） 

第１３条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しく

は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、速やかに施設を

原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。 

（委任） 

第１４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施

行する。 

（準備行為） 

２ 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行の日前にお

いても、足寄町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年足寄町

条例第１７号）の規定により行うことができる。 

 



 

 

別表（第５条関係） 

 

区   分 
入  浴  料 

１回券 回数券（６回） 定期券（１か月） 

大 人 １８歳以上（高校生は除く。） ４００円 ２,０００円 ４,０００円 

中 人 中学生及び高校生 ３００円 １,５００円 ３,０００円 

小 人 小学生 １００円 １,５００円 １,０００円 

高齢者 町内在住７０歳以上 ２００円 １,０００円 ２,０００円 


